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わなかった場合には、当該排尿又は排便にかかる状態の評価が不変又は悪化することが見込

まれるが、特別な対応を行った場合には、当該評価が６月以内に「全介助」から「一部介助」

以上、又は「一部介助」から「見守り等」以上に改善すると見込まれることをいう。 

④ ③の見込みの判断を医師と連携した看護師が行った場合は、その内容を支援の開始前に医

師へ報告することする。また、医師と連携した看護師が③の見込みの判断を行う際、利用者

の背景疾患の状況を勘案する必要がある場合等は、医師へ相談することとする。 

⑤ 支援に先立って、失禁に対する各種ガイドラインを参考にしながら、対象者が排せつに介

護を要する要因を多職種が共同して分析し、それに基づいた支援計画を別紙様式６の様式を

参考に作成する。要因分析及び支援計画の作成に関わる職種は、③の判断を行った医師又は

看護師、介護支援専門員、及び支援対象の入所者の特性を把握している介護職員を含むもの

とし、その他、疾患、使用している薬剤、食生活、生活機能の状態等に応じ薬剤師、管理栄

養士、理学療法士、作業療法士等を適宜加える。なお、地域密着型介護福祉施設サービスに

おいては、支援計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載を

もって支援計画の作成に代えることができるものとすること。 

⑥ 支援計画の作成にあたっては、要因分析の結果と整合性が取れた計画を、個々の入所者の

特性に配慮しながら個別に作成することとし、画一的な支援計画とならないよう留意する。

また、支援において入所者の尊厳が十分保持されるよう留意する。 

⑦ 当該支援計画の実施にあたっては、計画の作成に関与した者が、入所者又はその家族に対

し、現在の排せつにかかる状態の評価、③の見込みの内容、⑤の要因分析及び支援計画の内

容、当該支援は入所者又はその家族がこれらの説明を理解した上で支援の実施を希望する場

合に行うものであること、及び支援開始後であってもいつでも入所者又はその家族の希望に

応じて支援計画を中断又は中止できることを説明し、入所者及びその家族の理解と希望を確

認した上で行うこと。 

⑧ 本加算の算定を終了した際は、その時点の排せつ状態の評価を記録し、③における見込み

との差異があればその理由を含めて総括し、記録した上で、入所者又はその家族に説明する

こと。 

(37)・(38) （略） 

９ 複合型サービス費 

(１)～(３) （略） 

(４) サテライト体制未整備減算について 

   ① サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所又は当該サテライト型看護小規模多機能 

型居宅介護事業所の本体事業所である看護小規模多機能型居宅介護事業所（以下、「本体事

業所」という。）が(５)に掲げる訪問看護体制減算を届出している場合に、サテライト型看

護小規模多機能型居宅介護事業所及び本体事業所が共に算定するものである。例えば、サテ

ライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所が訪問看護体制減算の届出を行っている場合に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30)・(31) （略） 

９ 複合型サービス費 

 (１)～(３) （略） 

 （新設） 
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は、本体事業所及び当該サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所が共にサテライト

体制未整備減算を算定することとなる。 

② サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の開始にあたって、訪問看護体制減算の

実績の計算に必要な前三月間において、本体事業所が訪問看護体制減算を届出していない期

間に限り、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所及び本体事業所はサテライト体

制未整備減算を算定する必要はないものとする。なお、サテライト型看護小規模多機能型居

宅介護事業所は訪問看護体制減算の実績を継続的に確認するものとし、四月目以降において

訪問看護体制減算に該当し届出を行う場合には、サテライト体制未整備減算を算定する。  

③ サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所及び本体事業所については、訪問看護体

制減算の実績を継続的に確認するものとし、当該加算の届出の有無については、相互に情報

を共有すること。 

(５)～(９) （略） 

(10)  若年性認知症利用者受入加算について 

３の２(13)を準用する。 

(11)  栄養スクリーニング加算について 

３の２(15)を準用する。 

(12) 退院時共同指導加算について 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、２(12)を参照すること。この場合、

「訪問看護サービス記録書」は「看護小規模多機能型居宅介護記録書」とすること。 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) 緊急時訪問看護加算について 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、２(８)を参照すること。 

(14) 特別管理加算について 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、２(９)を参照すること。この場合、

「訪問看護サービス記録書」は「看護小規模多機能型居宅介護記録書」とし、「訪問看護サー

ビス」は「看護サービス」とすること。 

(15) ターミナルケア加算について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４)～(８) （略） 

（新設） 

 

（新設） 

 

(９) 退院時共同指導加算について 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、２(11)を参照すること。 

 

(10) 事業開始時支援加算について 

① 「事業開始」とは、指定日（指定の効力が発生する日をいう。）の属する月をいうものと

する。 

② 算定月までの間 100 分の 70 に満たないとは、算定月の末日時点において、100 分の 70 以上

となっていないことをいうものである。 

③ 登録者（短期利用居宅介護費を算定する者を除く。）の数が過去に一度でも登録定員の 100

分の 70 以上となったことのある事業所については、その後 100 分の 70を下回った場合であ

っても、当該加算の算定はできないものである。 

④ 当該加算は、区分支給限度基準額から控除するものである。 

(11) 緊急時訪問看護加算について 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、２(７)を参照すること。 

(12) 特別管理加算について 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、２(８)を参照すること。この場合、

「訪問看護サービス記録書」は「看護小規模多機能型居宅介護記録書」とし、「訪問看護サー

ビス」は「看護サービス」とすること。 

(13) ターミナルケア加算について 
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、２(10)を参照すること。この場合、

２(10)①中「在宅」とあるのは「在宅又は看護小規模多機能型居宅介護事業所」と、「訪問看

護サービス記録書」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護記録書」とすること。 

(16) 看護体制強化加算について 

① 看護体制強化加算については、医療ニーズの高い中重度の要介護者が療養生活を送るため

に必要な居宅での支援に取り組む指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の実績を評価する

ものである。 

② 看護体制強化加算を算定するに当たっては、９(５)を準用すること。この場合、９(５)①

から③まで中「第 75 号」とあるのは「第 78 号」とすること。 

③ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

の看護師等が、当該加算の内容について利用者又はその家族への説明を行い、同意を得るこ

と。 

④ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、大臣基準告示第 78 号イ、ロ若しくはハの割合

及び二の人数（看護体制強化加算(Ⅰ)に限る。）について、継続的に所定の基準を維持しな

ければならない。なお、その割合又は人数（看護体制強化加算(Ⅰ)に限る。）については、

台帳等により毎月記録するものとし、所定の基準を下回った場合については、直ちに第１の

５の届出を提出しなければならないこと。 

⑤ 看護体制強化加算(Ⅰ)を算定するに当たっては、登録特定行為事業者又は登録喀痰吸引等

事業者として届出がなされていること。 

⑥ 看護体制強化加算は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者によって(Ⅰ)又は

(Ⅱ)を選択的に算定することができないものであり、当該指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所においていずれか一方のみを届出すること。 

⑦ 看護体制強化加算については、区分支給限度基準額から控除するものである。 

(17) 訪問体制強化加算について 

     ① 訪問体制強化加算は、訪問サービス（指定地域密着型サービス基準第 171 条第 1項に規定

する訪問サービスのうち訪問看護サービスを除くものをいう。以下(17)において同じ。）を

担当する常勤の従業者を２名以上配置する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所におい

て、当該事業所における全ての登録者に対する訪問サービスの提供回数が１月当たり延べ 200

回以上である場合に当該加算を算定する。当該加算を算定する場合にあっては、当該訪問サ

ービスの内容を記録しておくこと。 

② 「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、訪問サービスのみを行う従業者として固定

しなければならないという趣旨ではなく、訪問サービスも行っている常勤の従業者を２名以

上配置した場合に算定が可能である。 

③ 「訪問サービスの提供回数」は、暦月ごとに、９(３)①ロと同様の方法に従って算定する

ものとする。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、２(９)を参照すること。この場合、

２(10)①中「在宅」とあるのは、「在宅又は看護小規模多機能型居宅介護事業所」とすること。 

 

(14) 訪問看護体制強化加算について 

① 訪問看護体制強化加算については、医療ニーズの高い中重度の要介護者が療養生活を送る

ために必要な居宅での支援に取り組む指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の実績を評価

するものである。 

② 訪問看護体制強化加算を算定するに当たっては、９(４)を準用すること。この場合、９(４)

①から③まで中「第 75号」とあるのは「第 78号」とすること。 

③ 訪問看護体制強化加算を算定するに当たっては、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所の看護師等が、当該加算の内容について利用者又はその家族への説明を行い、同意を得

ること。 

④ 訪問看護体制強化加算を算定するに当たっては、大臣基準告示第 78号イ、ロ及びハの割合

について、継続的に所定の基準を維持しなければならない。なお、その割合については、台

帳等により毎月記録するものとし、所定の基準を下回った場合については、直ちに第１の５

の届出を提出しなければならないこと。 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

⑤ 訪問看護体制強化加算については、区分支給限度基準額から控除するものである。 

（新設） 
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④ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に集合住宅（養護老人ホーム、軽費老

人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。）を併設する場合は、各

月の前月の末日時点（新たに事業を開始し、又は再開した事業所については事業開始（再開）

日）における登録者のうち同一建物居住者以外の者（「看護小規模多機能型居宅介護費のイ

(１)を算定する者」をいう。以下同じ。）の占める割合が 100 分の 50 以上であって、かつ、

①から③の要件を満たす場合に算定するものとする。ただし、③については、同一建物居住

者以外の者に対する訪問サービスの提供回数について計算を行うこと。 

(18) 総合マネジメント体制強化加算について 

①（略） 

② 大臣基準告示第 79号イ及びハについては、小規模多機能型居宅介護と同様であるので、５

(８)②を準用する。 

なお、大臣基準告示第 79 号イに規定する「その他の関係者」とは、保健師、理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士をいう。 

③ 大臣基準告示第 79号ロについては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、

２(13)②イを準用する。 

なお、大臣基準告示第 79 号ロに規定する「その他の関係施設」とは、介護老人福祉施設、

小規模多機能型居宅介護事業所等の地域密着型サービス事業所又は居宅介護支援事業所をい

う。また、「具体的な内容に関する情報提供」とは、当該指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所が受け入れ可能な利用者の状態及び提供可能な看護サービス（例えば人工呼吸器を装

着した利用者の管理）等に関する情報提供をいう。 

(19) サービス提供体制加算について 

小規模多機能型居宅介護と同様であるので、５(11)を参照すること。 

(20) 介護職員処遇改善加算について 

２の(16)を準用する。 

第３ （略） 

 

別紙様式４（別添参照） 

 

別紙様式５（別添参照） 

 

別紙様式６（別添参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) 総合マネジメント体制強化加算について 

①（略） 

② 大臣基準告示第 79号イ及びハについては、小規模多機能型居宅介護と同様であるので、５

(７)②を準用する。 

なお、大臣基準告示第 79 号イに規定する「その他の関係者」とは、保健師、理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士をいう。 

③ 大臣基準告示第 79号ロについては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、

２(15)②イを準用する。 

なお、大臣基準告示第 79 号ロに規定する「その他の関係施設」とは、介護老人福祉施設、

小規模多機能型居宅介護事業所等の地域密着型サービス事業所又は居宅介護支援事業所をい

う。また、「具体的な内容に関する情報提供」とは、当該指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所が受け入れ可能な利用者の状態及び提供可能な看護サービス（例えば人工呼吸器を装

着した利用者の管理）等に関する情報提供をいう。 

(16) サービス提供体制加算について 

小規模多機能型居宅介護と同様であるので、５(８)を参照すること。 

(17) 介護職員処遇改善加算について 

２の(13)を準用する。 

第３ （略） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 
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